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居宅介護支援 契約書 

〔令和 6 年 8 月 17 日 現在〕 

 

                 様 （以下、「利用者」といいます）と株式会社ＫＡＴＡＯＫＡ建設の営

むケアプランセンター にじいろ（以下、「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して

行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

事業者は、利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法令の趣旨に従って、居宅サー

ビス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業

者との連絡調整その他の便宜を図ります。 

 

第２条（契約期間） 

1  この契約の契約期間は令和   年      月     日から利用者の要介護認定の

有効期間満了日までとします。 

2 契約満了日までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、契約

は自動更新されるものとします。 

 

第３条（介護支援専門員） 

事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命

し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその名前を文書で通知します。また、

利用者又はその家族の希望を踏まえつつ、公正中立にケアマネジメントを行います。 

 

第４条（居宅サービス計画作成の支援） 

事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成

を支援します。 

利用者やその家族は、介護支援専門員が「居宅サービス計画（ケアプラン）」に位置付け

る居宅サービス事業所について下記の事項を介護支援専門員に求めることができます。 

・複数の事業所の紹介を求める 

・当該事業所を居宅サービス計画（ケアプラン）に位置付けた理由を求める 

 

① 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題

を把握します。 

② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情

報を公正中立な立場において適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービ

スの選択を求めます。 

③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛

り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

④ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象

となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者およびその
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家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。 

⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 

 

第５条（経過・観察・再評価） 

事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ

ます。 

① 利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。 

② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者

等との連絡調整を行います。 

③ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計

画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。 

 

第６条（施設入所への支援） 

事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険

施設の紹介その他の支援をします。 

 

第７条（居宅サービス計画の変更） 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変

更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって速やかに居宅サービス計

画を変更するとともに、これに基づき居宅サービスが円滑に提供されるようサービス事業

者等への連絡調整等を行います。 

 

第８条（給付管理） 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、埼玉県

国民健康保険団体連合会に提出します。 

 

第９条（要介護認定等の申請に係る援助） 

1 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請

を円滑に行えるよう利用者を援助します。 

2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行いま

す。 

 

第１０条（サービスの提供の記録） 

1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契

約終了後５年間保管します。 

2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第１項のサー

ビス実施記録を閲覧できます。 

3 利用者は、当該利用者に関する第１項のサービス実施記録の複写物の交付を受けるこ

とができます。 

4 第１２条１項から３項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、か

つ、利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況
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に関する書面を作成し、利用者に交付します。 

5 書面で管理する帳票の保管方法として、パソコン等電磁的な手法を用いて保管してい

る記録に関し閲覧の意向があった際は、速やかに対応します。 

 

第１１条（料金） 

  事業者が提供する居宅介護支援に対する料金規程は【重要事項説明書】のとおりです。 

 

第１２条（契約の終了） 

1 利用者は、事業者に対して、少なくとも 1 ヶ月前に予告をすることにより、いつでも

この契約を解約することができます。 

2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月間の予告期間をお

いて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。

この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に

提供します。 

3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継

続し難いほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約

を解約することができます。 

4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合 

② 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）又は要支援と認定された場合 

③ 利用者が死亡した場合 

 

第１３条（秘密保持） 

1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り

得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

この守秘義務は契約終了後も同様です。 

2 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議に

おいて、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契

約をもって同意とみなします。 

 

第１４条（賠償責任） 

1 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者

の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。ただし、事

業者の故意または過失によらないときは、この限りではありません。 

2 利用者または家族等は、利用者または家族等の責めに帰すべき事由により、事業者に

損害を及ぼした場合には、利用者及び家族等は連帯してその損害を賠償するものとし

ます。 

 

第１５条（身分証携行義務） 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者や利用者家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 
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第１６条（相談・苦情対応） 

事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支

援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情

等に対し、迅速かつ適切に対応します。 

 

第１７条（善管注意義務） 

事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理

者の注意をもってその業務を遂行します。 

 

第１８条（本契約に定めない事項） 

1 利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 

2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊

重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第１９条（裁判管轄） 

利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄

する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 
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上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名、押印の上、１通ずつ保

有するものとします。 

 

契約締結日    令和      年       月        日 

 

契約者氏名（利用者） 

 

      住    所                      

 

      氏    名                                       印 

 

署名代筆者（家族代表） 

      利用者の心身の状況等により署名が出来ないため、利用者の契約意思を確認の上、私が

署名代筆いたしました｡ 

 

      住    所                       

 

      氏    名                                        印 

 

   続  柄                       

 

 

 

事 業 者 

 住  所 埼玉県富士見市鶴瀬西 2-13-30 

 法 人 名 株式会社ＫＡＴＡＯＫＡ建設 

 代表者名 代表取締役 片岡 裕作          印 

 

事 業 所 

指定番号 1172901298 

住  所 埼玉県富士見市鶴瀬西 3-14-4 

 事業所名 ケアプランセンター にじいろ 

 管 理 者 片岡 岐代子     印 
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居宅介護支援 重要事項説明書             

〔令和 6 年 8 月 17 日 現在〕 

 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電 話 ０４９－２６５－５９４５    （月～金曜日  9：00～17：00） 

   ０８０－４６７６－７１４６    （上記時間帯以外の夜間（緊急時）対応） 

担 当 管理者（主任介護支援専門員）片岡 岐代子  

※ ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

２．居宅介護支援事業所の概要 

（1）居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域 

事 業 所 名 ケアプランセンター にじいろ 

所  在  地 埼玉県富士見市鶴瀬西 3-14-4 

事業所の指定番号 （埼玉県） 第 1172901298 号 

通常のサービス提供地域 富士見市・三芳町 

 

（2）事業所の職員体制 

職     種 業 務 内 容 勤務形態・人数 

管  理  者 事業所の運営管理、相談苦情の窓口 １名（兼任） 

介護支援専門員 
申請代行、サービス計画書作成、給付管理、

各サービス事業者との連絡調整等 
１名 以上 

事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならないが、やむを得ない理由がある場合に

ついて、介護支援専門員を管理者とすることができます。 

 

（3）営業日及び営業時間 

 平日（月～金曜日） 午前９時から午後５時まで 

休日（土曜日、日曜日、国民の祝日と年末年始１２月２９日～１月３日は休業） 

 

３．居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ 

（1）「居宅サービス計画作成依頼書」を役所の窓口に提出します。 

（2）利用者本人やご家族の希望をお聞きし、居宅サービス計画を作成します。 

（3）サービス提供事業者に、居宅サービス計画に基づいたサービス提供に関する依頼及び連 

絡調整を行います。 

（4）定期的（最低月 1 回）または必要に応じて、自宅に訪問し、利用者に関する経過観察（モ 

ニタリング）を行い、再評価により居宅サービス計画の修正等を行います。 

ただし、下記条件が整う場合、テレビ電話（ビデオ通話）などを活用したモニタリング 

が可能となり、自宅訪問を 2ヶ月に 1 回にすることができます。 

  ・利用者の同意を得ること 

・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係 

者の合意を得ていること。 
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    ① 利用者の状態が安定していること。 

    ② 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること 

（家族のサポートがある場合も含む）。 

③ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他の   

サービス事業者との連携により情報を収集すること。 

 

４．居宅介護支援に係る事業所の義務および条例について 

（1）入院時の対応 

事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対

し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門    

員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。 

 

（2）医療機関との連携 

介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたと

き、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者

の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治

の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。  

（3）医療系サービス活用時の主治医との連携 

介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利

用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科

医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めます。その場合において、介護支

援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師

等に交付します。  

（4）居宅サービス事業者紹介時の留意点 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅

サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複

数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、当該事業所をケアプラン

に位置付けた理由を求めることが出来ます。 

（5）区分支給限度基準額に占める割合 

   介護支援専門員は、居宅サービス計画書（ケアプラン）に位置付けたサービス費の総額 

   が区分支給限度基準額に占める割合およびサービス費の総額に占める訪問介護の割合が

厚生労働大臣が定める基準に該当した場合、市からの求めに応じ居宅サービス計画書（ケ

アプラン）の届け出を行います。 

（6）訪問介護等が位置づけられたサービス計画の割合 

事業者は、サービスの提供に際し、訪問介護等が位置づけられたサービス計画の割合及

び同一の事業所によって提供された訪問介護等の割合につき、利用者に説明のうえ理 

解を得ます。 

（7）オンラインの活用 

   サービス担当者会議において、利用者等の同意があれば、テレビ電話装置等（オンライ 

ン）を活用して行うことができます。 

（8）電磁的な方法による取り扱い 
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   事業者は、書面で行うことが規定または想定されるものについて、書面に代えて、電磁 

的な方法により行うことができます。 

 

５．利用料金 

（1）利用料（ケアプラン作成料） 

要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負

担はありません。 

厚生労働大臣の定めた基準の額になります。（６級地、10.42 円）（５級地、10.70 円） 

 

 単位数 算定要件等 

要介護１・２ １，０８６単位  

要介護３・４・５ １，４１１単位  

特定事業所加算（Ⅱ） ４２１単位 質の高いケアマネジメントを提供するにあたり一定の要件と人員等の体制

を整えていること 

 特定事業所加算（Ⅲ） ３２３単位 

初回加算 ３００単位 
新規にケアプランを策定した場合、要支援から要介護認定を受けた場合、要

介護認定区分 2段階以上の変更認定を受けた場合 

④   

入院時情報連携加算Ⅰ ２５０単位 
利用者が病院等に入院した日に職員に対し情報提供を行った場合 

※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日含む 

入院時情報連携加算Ⅱ          ２００単位 

利用者が病院等に入院した 3日以内に職員に情報提供を行った場合 

※営業時間終了後に入院した場合、入院日から起算して３日目が営業日で 

ない場合は、その翌日を含む。 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から 

利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により１回受 

ける 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位 (イ)における情報提供のうちカンファレンスにより１回受ける 

退院・退所加算（Ⅱ）イ ６００単位 Ⅰ(イ)における情報提供を２回以上受ける 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位 Ⅱ(イ)における情報提供のうち１回以上はカンファレンスにより受ける 

退院・退所加算（Ⅲ） ９００単位 
Ⅰ(イ)における情報提供を３回以上受け、うち１回以上はカンファレンスによ

る 

通院時情報連携加算 

※1月に 1回まで 
５０単位 

利用者が病院等において医師の診察を受けるときケマネジャーが同席し、医師

等に対して当該利用者の心身状況や生活環境等の情報の提供を行うとともに、

医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、記録する 
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緊急時等居宅カンファ

レンス加算 

※1月に 2回まで 

２００単位 

利用者の状態の急変等に伴い、利用者に対する訪問診療実施の保険医療機関や

利用者の在宅療養を担う医療機関の保険医の求めにより、利用者宅でのカンフ

ァレンスに参加し、必要に応じて居宅・地域密着型サービスの調整を行う 

ターミナルケアマネジ

メント加算 

※1月に 1回まで 

４００単位 

①在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る）に対して、死亡 

及び死亡日前 14日以内に 2回以上、当該利用者またはその家族の同意を得て、

居宅を訪問して利用者の心身の状況等を記録し、主治医及びケアプランに位置

付けたサービス事業者に提供 

②受けることに同意した利用者について、24時間連絡のできる体制を確保、か

つ必要に応じて居宅介護支援を行うことができる体制を整備 

① 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払

われない場合があります。その場合はいったん上記利用料を頂き、サービス提供証

明書を発行いたします。後日、サービス提供証明書を市区町村の窓口に提出します

と、払い戻しを受けることができます。 

② 交通費  富士見市・三芳町・ふじみ野市にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお尋ねするための交通費の実費が下記の

通り必要です。 

実施地域を越えた地点から、片道 1ｋｍあたり     ３０円 

③ 解約料 

お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

６．サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

お電話等でお申し込みください。当事業所の介護支援専門員がお伺いし、ご本人・ご

家族に面接をいたします。契約を締結したのち、サービス提供を開始します。 

（2）サービスの終了 

① ご利用者のご都合でサービス終了をする場合 

     文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

     人員不足等ややむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の

他の居宅介護支援事業所をご紹介いたします。 

③ 自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

ⅰ 介護老人福祉施設・介護保健施設等に入所した場合 

ⅱ 入院等により３ヶ月を経過した場合 

ⅲ 要介護認定区分が非該当（自立）または要支援と認定された場合 

ⅳ サービスを３ヶ月以上利用しなかった場合 

ⅴ ご利用者がお亡くなりになった場合 

⑤  その他 

     ご利用者やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を

継続し難いほどの背信行為（信頼関係を著しく損なうような行為、不当な要求、過

剰な叱責、セクシャルハラスメント等）を行った場合は、文書で通知することによ 
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りただちにサービスを終了させて頂く場合がございます。 

 

７．秘密保持 

（1）事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得

た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守

秘義務は契約終了後も同様です。 

（2）事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議にお

いて、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約を

もって同意とみなします。 

 

８．事故発生時の対応 

（1）当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等連 

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（2）当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。 

（3）当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を適正に行います。 

 

９．高齢者の虐待防止と権利擁護について 

（1）事業者及び介護支援専門員は、高齢者虐待を発見しやすい立場にいることを自覚し、高

齢者虐待の早期発見に努めます。 

（2）家族などの養護者により虐待されている高齢者を発見した場合は、高齢者の生命及び身

体に重大な危険が生じている場合にのみ通報義務が課せられていますが、危険性の軽重

に関わらず居住されている市区町村に通報します。 

   その場合、高齢者虐待を市区町村に通報することについては守秘義務に関する法律に違

反することにはなりません。 

（3）事業者は、利用者の人権擁護や虐待の発生や再発を防止するため、対策検討委員会の開

催や指針の整備、研修を実施します。 

 

１０．感染症対策について 

（1）事業者は、感染症や非常災害の発生時においても継続的なサービス提供や早期の業務再

開を図るため、業務継続計画を策定するとともに、必要な研修および訓練を実施します。 

（2）事業者は、感染症の発生やまん延を防止するため、対策検討委員会の開催や指針の整備、

研修および訓練を実施します。 

 

１１．サービス内容に関する苦情 

（1）当事業所の相談・苦情窓口 

当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提

供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員また

は管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方は

お申し出ください。 

事業所相談窓口 苦情対応責任者 片岡 岐代子 

        電話  ０４９－２６５－５９４５ 
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（2）その他の窓口 

当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。 

富士見市役所 健康福祉部 高齢者福祉課 電話 ０４９－２５１－２７１１ 

三芳町役場 健康増進課 介護保険担当 電話 ０４９－２５８－００１９ 

ふじみ野市役所 高齢福祉課 介護保険係 電話 ０４９－２６１－２６１１ 

埼玉県国民健康保険団体連合会（介護苦情相談窓口） 

                    電話 ０４８－８２４―２５６８ 

 

（3）苦情処理手順方法 

① 苦情の申立書を受付ける 

② 当事業所が苦情に関する調査を行う 

③ その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討する 

④ 改善すべき事項をもとに当該事項に関する指導を実施する 

⑤ その結果を利用者又はそのご家族へ報告する 

 

１2．当法人の概要 

法人種別・名称  株式会社ＫＡＴＡＯＫＡ建設 

代表取締役・氏名 代表取締役 片岡 裕作 

所  在  地  埼玉県富士見市鶴瀬西２－１３－３０ 

電     話  ０４９－２９０－７６０３ 

定款の目的に定めた事業 

1）一般建築設計施行請負業 2）内装工事業 3）土木工事業 4）大工工事業 5）介護

保険法に基づく居宅介護支援事業 6）介護保険法に基づく介護予防支援事業 7）介護保

険法に基づく居宅サービス事業 8）介護保険法に基づく介護予防サービス事業 9）介護

保険法に基づく地域密着型サービス事業 10）介護保険法に基づく地域密着型介護予防サ

ービス事業 11）介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業 12）前各号に附

帯する一切の業務 
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（付属別紙１） 

 

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書 

 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保

険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成により

サービス提供を行う際の説明を行います。 

 

1. 提供する居宅介護支援について 

・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契

約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提

供のための支援を行います。 

・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回

る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努め

ます。 

・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見

直しを行います。 

 

2. 要介護認定後の契約の継続について 

・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このと

き、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、

契約は終了し、解約料はいただきません。 

・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙

に定める内容については終了することとなります。 

 

3. 要介護認定の結果、自立（非該当）または要支援となった場合の利用料について 

要介護認定等の結果、自立（非該当）又は要支援となった場合は利用料をいただきません。 

 

4. 注意事項 

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。 

（1） 要介護認定の結果、自立（非該当）又は要支援となった場合には、認定前に提

供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いた

だくことになります。 

（2） 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給

限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があ

ります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者に

おいてご負担いただくことになります。 
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本書２通を作成し、利用者、事業者が署名、押印の上、１通ずつ保有するものとします。 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要事項に

ついて説明しました。 

 

令和     年         月         日 

事 業 者 

 住  所 埼玉県富士見市鶴瀬西 2-13-30 

 法 人 名 株式会社ＫＡＴＡＯＫＡ建設 

 代表者名 代表取締役 片岡 裕作        印 

 

事 業 所 

指定番号 1172901298 

住  所 埼玉県富士見市鶴瀬西 3-14-4 

 事業所名 ケアプランセンター にじいろ 

 説 明 者 片岡 岐代子           印 

 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から居宅介護支援について重要事項について説明を

受け、同意いたしました。 

 

令和     年    月    日 

契約者氏名（利用者） 

 

      住    所                      

 

      氏    名                                         

 

署名代筆者（家族代表） 

      利用者の心身の状況等により署名が出来ないため、利用者が内容について理解したこと

を確認の上、私が署名代筆いたしました｡ 

 

      住    所                       

 

      氏    名                                          

 

   続  柄                       


